


アフターサービス

保証規定

保証書

●この説明書には保証書が付属しています。保証期間はお買い上げ日より１年間を保証期間とさせていただきます。
　保証期間中の修理は以下の保証規定に基づいて修理させて頂きます。また保証期間の経過後でも、修理により機
　能が維持できる場合はご要望により有料にて修理させて頂きます。

１、保証期間内に取扱説明書にしたがった正常な状態で故障した場合には無料修理をさせて頂きます。
２、保証期間内に修理の必要が生じた場合には製品と保証書（取扱説明書）をご確認のうえ、販売店、または
　　弊社修理窓口までご連絡ください。
３、保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
　　a)保証書にお買い上げ日の年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合、及び本書の字句を
　　　故意に書き換えた場合。
　　b)火災、地震、水害、落雷、その他天変地異による故障及び損傷。
　　c)使用の誤り、乱用、改造等による故障及び損傷。
　　d)その他、弊社の責に帰し得ない事由により生じた故障や損傷。
４、本書は日本国内においてのみ有効です。
　　This warranty is valid only in Japan

・通常のお手入れとして、時々乾いた柔らかい布で、から

No.504650

●フラットディスプレイの取付以外のご使用は絶対になさらないでください

設置するとき

●お客様自身で商品の改造は絶対にしないでください。
　　　　　→変形や破損、落下などを引き起こす原因になります。

●天井に傾斜や段差のある不安定な場所には設置しないでください。
　　　　　→落下してけがする恐れがあります。

●屋外での使用や水漏れを避けてください。
　　　　　→さび・変色の原因となります。

●ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。
　　　　　→ＴＶが落下してけがの原因になります。

●設置作業は必ず２人以上で行って下さい。
　　　　　→重量物が落下して怪我の原因になります。

使用するとき

●記載されている耐荷重以上は乗せないでください。
　　　　　→商品が破損したり、落下してけがをする恐れがあります。

 
●使用中にネジの緩みによるガタツキが生じた場合は締め直してください。締め直してもガタツキが
　直らない場合は使用を中止してください。→そのまま使用しますと、変形や落下を起こす原因になります。

●乱暴な扱いや用途以外の使用はしないでください。
　　　　　→けがや故障、破損の原因になります。
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